
                                                       

平成２３年３月２日付け津市監査委員告示第２号公表分 

（１）健康福祉部 

   介護保険課 

監査の結果 郵便切手の保有について、平成２１年度から繰り越された７

種類の郵便切手のうち、平成２２年度(９月２４日現在)の使用 

枚数は、８０円切手が５６枚、１２０円切手が１０２枚である 

一方、その残数は８０円切手が２，９３８枚、１２０円切手が 

１，８２４枚で非常に多くの枚数を保有しているが、使用見込

み数を著しく超えて保有することは適切でないことから、他の

部局等と調整の上、適切な保有残高になるよう是正されたい。 

措置の内容 切手の保有枚数については、おおむね１年間に使用する枚数

のみを保有することとし、余剰分については総務課へ移管し

た。 

（２）芸濃総合支所 

   地域振興課 

監査の結果 団体事務の関与について、職員が自治会連合会の支部、各種

イベントの実行委員会等の経理に従事し、預金通帳等を保管し

ているが、法令に基づくことなく地方公共団体の所有に属しな

い現金等の保管を禁じた地方自治法第２３５条の４第２項の 

 趣旨に照らし、望ましいものではないことから、これらの団体

の理解と協力を得て、職員による関与が必要最小限となるよ

う、その見直しに取り組まれたい。 

措置の内容 自治会連合会芸濃支部をはじめとする各種団体の経理や預

金通帳等の保管については、同団体において行うこととした。 

（３）香良洲総合支所 

   地域振興課 

監査の結果 団体事務の関与について、職員が自治会連合会の支部の経理

に従事し、預金通帳等を保管しているが、法令に基づくことな 

く地方公共団体の所有に属しない現金等の保管を禁じた地方

自治法第２３５条の４第２項の趣旨に照らし、望ましいもので

ないことから、これらの団体の理解と協力を得て、職員による

関与が必要最小限となるよう、その見直しに取り組まれたい。 

 



                                                    

 

措置の内容 自治会連合会香良洲支部の預金通帳等の保管については同

団体において行うこととし、また、同団体の経理への関与につ

いては職員による関与が最小限となるよう改めた。  

（４）教育委員会事務局 

   美杉事務所 

監査の結果 美杉中学校用地の一部（４５９㎡）について、所有権移転登 

記が未了となっていることから、これまでの経過も踏まえつつ 

速やかに処理されたい。 

措置の内容 美杉中学校用地に係る所有権移転登記が未了であった土地

については、平成２３年１２月１２日付けで所有権移転登記を

完了した。 

 

 


